
 

 

4-4-1-2 既往文献等の収集結果 

前項で整理した項目に対し、既往文献等をもとに知見を収集した。 

 

（1） 各種ガイドライン 

1） 内閣府「モニタリングガイドライン」 

アベイラビリティ・ペイメントは、パフォーマンスを評価して対価に反映させる支払

い方式であるため、成果を適切に評価することが重要である（4-5 で詳述）。ここでは、

4-5 の検討の参考として、「成果の評価」に関連する部分を抽出した。 

以下に、引用部分を示す。関連部分は下線にて示す。 

 

①モニタリングすべき項目 
モニタリングに関しては、公共サービスの水準の確保や事業の継続性を担保する観点

から、PFI 事業契約に定められた「公共サービスの適正かつ確実な提供をを確保するた

めに、必要かつ合理的な措置と、管理者等の救済のための手段を規定する」措置等を考

慮し、「PFI 事業契約等の規定の範囲を超えた管理者等の関与は、安全性の確保、環境の

保全に対する検査等合理的な範囲に限定すること」に配慮する必要がある。また、モニ

タリングは、「管理者等が選定事業者により提供される公共サービスの水準を監視する

ことができること」「管理者等が、選定事業者から定期的に報告を求めることができる

こと」等の内容を規定する必要がある。そもそも公共サービスの水準をどのように監視

しサービス対価を支払うのかといった考え方とも密接に関係があり、管理者等が募集

（入札公告）の前提条件として明示すべき重要な項目の一つであることを認識すること

が重要である。 

 

②段階ごとにモニタリングを行う必要性 
施設の設計、建設、維持管理、運営と各々の段階においてモニタリングを行う必要が

ある。このガイドラインでは、施設整備完了後、供用又はサービス提供の開始された段

階から事業終了までの間のモニタリングに関連する考え方等を整理するものである。 

 

③モニタリングの指標 
管理者等は、予め、具体的な判断基準を設け、モニタリングに関し、その対象、実施

者、手法等を明確にして、上記に従って公共サービスが提供されているかどうかの確認

を行うことが必要である。この場合、測定機器等によって計測でき、測定指標を示すこ

とができるような公共サービスはもとより、計測できないような場合であっても、管理

者等が何をもって要求水準を満たすと判断するのかについて、その判断基準を示す必要

がある｡（例えば、計測できないような場合にあっては、職員研修の実施といった選定

事業者の業務プロセスから判断することも考えられる。）判断基準の設定は、必ずしも

一つということではなく、事業に見合った基準とすればよく、例えば、「苦情（正当な

理由に基づくもの）が X 件以内であること」など測定可能な条件を工夫することが有効

になることもある｡ 
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業務要求水準書に示される要求水準は、具体的に測定可能なものから、そのままでは

測定できないものまで含まれている。このため、管理者等は、予めサービスごとに下記

の基本的な考え方に沿った測定指標を要求水準とともに示し、その測定指標を満たして

いれば、そのサービスについては要求水準を満たしていると判断するというような基準

を示す必要がある。 

 

測定指標の基本的考え方 

・測定可能であること（定量化できること） 

・記録可能であること 

・簡潔明瞭な表記であること 

・合理的であること 

※民間事業者にとっても支払に直結する測定指標であり、その解釈で官民に係争

が生じないように、PFI 事業契約締結時までに解釈の齟齬を解消しておく必要

がある。 

 

業務要求水準書の全ての要求水準について測定指標を作成することは困難な場合も考

えられることや事業によっては主要な測定指標の設定だけで足りる場合も考えられるこ

とから、実際には管理者等が必要と判断する範囲で測定指標を示すこととなる。 

なお、サービス水準に応じた測定指標の規定の仕方としては、各サービス（維持管

理、および運営）に予め設定された業務要求水準に照らし実績を測る「サービス実績」

基準と PFI 事業契約に基づき整備される施設が利用可能な状態で維持管理されているか

その利用可能状態を尺度として測る「利用可能性」基準がある。 

※「サービス実績」の例：図書館の貸出冊数 

※「利用可能性」の例：①正常に稼働するか（事務所の空調、ロビーの自動ドア、駐

車場の自動精算機等）、②所定の基準が満たされているか（手術室の清浄度クラ

ス、美術館の温湿度等） 

 

 

④モニタリングの手法 
一般的にモニタリングの内容としては、ⅰ）報告書等による履行内容の確認、ⅱ）事

実の確認の２つがある。 

ⅰ）報告書等による履行内容の確認 

・管理者等と選定事業者の間で取り決められた業務報告書などの報告書が契約に定め

た期限等で提出されているかの確認 

・報告書の具体的内容が要求水準を満たしたものとなっているかの確認 

・サービス受益者等からの苦情等が適切に対処されたかの確認 

ⅱ）事実の確認 

・報告書の内容自体がそもそも事実行為として行われているかの確認 

・実際に修繕箇所に行き、報告内容のとおり修繕されているかの確認 
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このうち、事実の確認手法としては、ⅰ)～ⅳ)のような方法が考えられる。 

 

ⅰ)測定機器による計測 

・計測機器による処理量等の計測 

ⅱ)サンプルの抽出 

・安全基準、衛生基準等定めがあるものにつき、無作為にその対象を抽出し、その

基準を達成しているかを確認 

ⅲ)現場での抜き打ち確認 

・選定事業者から提出されている仕様書等で規定されている公共サービスの内容が

具体的に履行されているか、現場を抜き打ちで確認 

ⅳ)サービス受益者等からの苦情等の連絡 

・サービス受益者等からの苦情等の連絡により情報を把握 

（特に、管理者等からのサービス対価の支払がない独立採算型（公共施設 等運

営権方式等）の場合） 

 

 

その他として、顧客満足度調査がある。これは、サービスの提供の仕方、接客状況な

どについて、サービス受益者の満足度を調査するものである。 

 

モニタリングの頻度は、日常的に行うもの、一定の期間を定め定期的に行うもの、随

時の抜き打ち等不定期に行うもの等、その内容に応じて考える必要がある。 

モニタリングの実施においては、その全てを管理者等が自ら行う必要はなく、選定事

業者、公共サービスの受益者（利用者等）、専門機関等その内容に応じてモニタリング

の体制を構築し、協同で行うことが必要である｡ 

モニタリングについては、必要に応じて学識経験者等、第三者の公正・中立な立場か

らの意見を得ることが考えられる。 

モニタリングの手法を具体的に定める場合には、モニタリングの実施者、個々のサー

ビスの重要度、モニタリングに係る費用等を考慮し、また、その対象によっては、複数

の手法を組合せるといった工夫をし、その対象にあった手法を選定していくこととな

る。特にモニタリングに必要以上に費用（および時間）をかけることは、事業全体の効

率性の面から問題であることに注意を要する。 

 

出典：モニタリングガイドライン／内閣府 民間資金等活用事業推進室 

（PPP/PFI 推進室） 平成 30 年 10 月 23 日から施行 

https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/monitoring_guideline.pdf 
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2） 国土交通省「モニタリングガイドライン」 

1)同様に、評価手法の検討する参考として、モニタリングに関するガイドラインか

ら、該当部分を抽出した。ここでは、4-5 の検討の参考として、「成果の評価」に関連

する部分を抽出した。以下に、引用部分を示す。関連部分は下線にて示す。 

 

①維持管理・運営段階におけるモニタリング（再掲） 
維持管理・運営段階におけるモニタリングの流れおよび関係者を以下フローに示す。 

 

 

図 4.15 維持管理・運営段階におけるモニタリングの流れ 

発注者 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ
発注者以外の関係者

選定事業者

金融機関、利用者等第三者

業務改善が必要な場合の
報告と対応

・ 要求性能等の確保が困 難
となった場合には、発 注者
に報告し、業務改善計画を
提出

業務改善要求措置

・ モニタリングにより要求性能等が満足

していないと判断した場合には発注

者が介入

ⅰ業務計画書の確認

ⅲ関係者間の協議（適宜）
ﾘｽｸ把握

セルフモニタリングの実施

ⅳ満足度調査の実施

ⅰ業務仕様書及び長期業務計画書の

確認

供用開始

業務日報、業務報告書の提出
・ 業務日報及び業務報告書

の内容については選定事
業者の提案による

事業収支状況等の報告

ⅰ年間業務計画書の作成・提出
・ 長期業務計画書を年度ごと

に細分化した計画書を提出

ⅰ業務仕様書及び長期業務

計画書の作成・提出

ⅴ金融機関による財務監視

（キャッシュフロー等）
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常
モ
ニ
タ
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ン
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時
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：必要に応じて
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の連携

・ 改善要求措置時の金融機関への通知
・ 対応に関する協議等

工事の完了
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な連携
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業務日報、業務報告書の確認

（事業終了へ）
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②モニタリングの指標 
発注者は KPI によって維持管理・運営業務全体のパフォーマンスに関するモニタリン

グを実施し、以下のような判断指標によって、維持管理・運営業務の業績を評価する。

例えば、発注者は KPI の１つである「問題等の発生の件数」、「満足度調査結果」、「苦情

等の件数」等を四半期、半期又は年度ごとに把握することによって、選定事業者が提供

している維持管理・運営業務の業績を管理する。 

 

表 4.4 維持管理・運営段階の KPI の設定（例） 

 

 

※KPI（キー・パフォーマンス・インディケーター）：重要業績評価指標 

KPI とは、企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセ

スをモニタリングするために設定される指標（業績評価指標）のうち、特に重要な

ものを示す指標である。サービスが継続改善されているかどうかを評価するもの

で、この KPI を監視することで、サービスの質が継続的に改善しているか、悪化し

ているのかを、容易に判断することが可能である。PFI 事業における一般的な KPI

事例として、入場者数、顧客満足度、苦情の件数等が想定される。 

 

 

  

4-25



 

 

③モニタリングの手法 
発注者が行う維持管理・運営業務のモニタリングは、要求水準通りに維持管理・運営

できているかを確認することが主体となる。その方法には、選定事業者が提出する業務

日報や業務報告書、事故等の緊急事態に関する報告等により行う方法のほか、利用者に

対するアンケート結果を利用した顧客満足度等の KPI をモニタリングする方法等があ

る。また、維持管理・運営業務のモニタリングは、アベイラビリティの確保とパフォー

マンスの確保という２つの視点から考えることが可能である。アベイラビリティの確保

とは、PFI 事業で整備した公共施設等が継続的に利用可能な状態を保つことであり、施

設の全部又は一部が使えないという事態が生じないようにすることをいい、パフォーマ

ンスの確保とは、提供されるサービスの質・性能が要求水準を満足するようにすること

をいう。 

選定事業者は要求水準を満足するためにセルフモニタリングを行うことになる。セル

フモニタリングには、日常的に実施するセルフモニタリングとアベイラビリティの確保

に影響するような緊急時に行うセルフモニタリングが想定されるが、まず、日常業務を

セルフモニタリングする方法を例示する。例えば、選定事業者が必ず行うセルフモニタ

リングには業務日報の作成が挙げられる。 

 

出典：国土交通省所管事業への PFI 活用に関する発注担当者向け参考書 

Ⅲ．モニタリング（業績監視）について／国土交通省 

（平成 21 年 3 月 26 日改訂） 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/policy/PFItoppage/sankouH20/3PFIsankouH20.pdf 
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3） アメリカ連邦高速道路局「成果連動型 PPP 契約ガイドライン」 

国内においては、アベイラビリティ・ペイメントの導入事例や該当するガイドライン

等が存在しない。このため、以下ではアメリカのガイドラインを和訳し、アベイラビリ

ティ・ペイメントの定義に関する部分を抽出した。 

 

アベイラビリティ・ペイメント（Availability Payment）の一般的な解説として、

FHWA（The Federal Highway Administration：アメリカ連邦高速道路局）が 2015 年に

公表した「Availability Payment Concessions Public-Private Partnerships Model 

Contract Guide」より、アベイラビリティ・ペイメントの仕組みや用語を確認した。 

以下に、その概要を示す。 

 

･ アベイラビリティ・ペイメント方式によるコンセッションの本質は、高速道路が供用

可能な状態（Availability）を保つ民間事業者のサービスと、民間事業者に対する定期的

な支払いを規定する官民の契約である。  

･ アベイラビリティ・ペイメントによるコンセッション契約の重要なポイントとして通

常、供用可能状態（Availability）あるいは供用不能状態（Unavailability）が規定される。  

･ アベイラビリティ・ペイメント方式による支払いは、契約で規定した供用可能な状態

に加えて、その他の様々な性能規定をもとに、達成されていない要求事項に対して、

支払い金額を調整（減額）する方法が一般的である。  

･ 供用不能状態は、閉鎖（Closure）および供用可能状態の欠陥（Availability Fault）のう

ち、処置期間内において対処されなかったものを意味する。ただし通常、メンテナン

スに要する計画的な閉鎖（Permitted Closure）は供用不能状態とみなされない。  

･ 契約では通常、処置期間（Cure Period）を設け、民間事業者が処置期間内に利用可能な

状態を取り戻すことができなかった場合のみ、減額の対象となる供用不能状態とみな

される。ただし、同じ要因による供用不能状態が規定の再発期間（Interval of Recurrence）

よりも短い間隔で生じた場合は、処置期間内であっても減額対象の供用不能状態とみ

なされる。  

･ 供用可能状態あるいは不能状態の規定は、最低限の要求事項（Availability Requirements

あるいは Service Requirements）として示され、民間事業者がこれらの要求を満たすこ

とができなかった場合に支払い上の調整（Unavailability Adjustments）が行われる。  
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（2） 上位関連計画等 

調布市において、国内初となるアベイラビリティ・ペイメントを導入することを念頭

に、アベイラビリティ・ペイメントを導入する意義や必要性等を関連する上位計画等か

ら整理した。 

 

 

1） 未来投資戦略 2018 

「未来投資戦略 2018」では、成果連動型民間委託の活用と普及を促進する必要性や、

導入にあたって必要な検討事項等が示されている。以下にに引用文を示す。 

 

①普及促進の必要性 
行政の財政コストを抑えながら、民間のノウハウ等を活用し、社会的課題の解決や行

政の効率化等を実現する仕組みである成果連動型民間委託契約方式について、その活用

と普及を促進するため、内閣府は関係省庁からの人材登用を拡大するとともに、制度の

関係省庁からの人材を巻き込みながら必要な体制を整備する。 

内閣府は、必要な体制を整備の上、国・地方公共団体における成果連動型民間委託契

約方式を活用した案件の動向や課題に関する情報を集約するとともに、関係省庁に対し

てモデル事業の組成や評価指標の標準化、契約条件等に関する分野別のガイドライン等

の策定を働きかけるほか、必要に応じ分野横断的なガイドライン等の策定を行う。 

 

②指標・事業期間 
国が成果連動型民間委託契約方式のモデル実証事業等を実施するため民間事業者と契

約する場合には、評価指標を測定する上で十分な事業実施期間を設定する。事業実施期

間が複数年に渡る場合には債務負担行為を活用して複数年契約を締結するよう努める。 

 

出典：未来投資戦略 2018（平成 30 年６月 15 日） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2018_zentai.pdf 
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2） 内閣府「PFI 推進委員会計画部会」 

内閣府の「PFI 推進委員会計画部会」では、包括的民間委託を導入する際の課題や、

地元企業を事業者に選定するための工夫が示されている。 

 

①包括的民間委託の課題 
大ロット化（共同化・包括化）・性能発注化・長期化等を実現するための知見が不十

分である。 

 

②地域の企業を入れる必要性 
PPP/PFI 事業の実施にあたっては、地域の民間事業者が主体的な役割を果たすことに

より、地域経済活性化を図ることが重要であるが、地域企業は PFI 事業に対する不慣

れ・理解不足等により、なかなか参画できていないのではないかという声が聞かれる。 

PPP/PFI 推進アクションプランにおいても、「地域における新たなビジネス機会の創出

を図るため、地域における PPP/PFI の活用を推進し、地域経済好循環を拡大することが

重要であり、地域の民間事業者がイニシアチブを発揮し、主体的役割を果たすような枠

組み作りが必要である。」とされている。 

 

③地域企業を入れる方法 
入札参加資格要件と落札者決定基準において、地域企業の参画を促した PFI 事業の例

として、入札参加資格要件では「市内企業に一定金額以上の下請け業務を出すこと」、

落札者決定基準では「市内企業が構成企業である場合に加点」「地域経済への貢献につ

いて具体的に示されている場合に加点」等があげられる。 

 

出典：PFI 推進委員会計画部会資料／内閣府（令和元年 11 月 15 日） 

https://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/kaisai/keikaku/19kai/pdf/iinkai_shiryo_kb1

902.pdf 

 

 

次頁以降に PFI 推進委員会計画部会資料の該当部分を示す。 
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（3） その他論文等 

国内初となるアベイラビリティ・ペイメントを導入するにあたって、参考となる文

献・論文等は数多く存在する。ここでは、成果連動型支払いや道路の維持管理における

減額措置等に関する論文から、調布市にアベイラビリティ・ペイメントを導入する際の

参考となる知見等を抽出した。 

 

1） 一般財団法人 社会的投資推進財団「成果連動型民間委託契約の推進に向けた提言」 

社会的投資推進財団の提言では、成果連動型民間委託の導入の必要性や、導入にあた

って行政に求められる対応等が示されている。 

以下に引用部分を示す。該当部分は下線にて示す。 

 

①成果連動型民間委託契約の導入の必要性 
2019 年に内閣府が実施した「成果連動型民間委託契約に係るアンケート調査」の結果

によると、自治体における成果連動型民間委託契約導入の当初の狙いについては、「よ

り高い成果の創出が期待される」、「社会課題を解決する新たな手法を把握・実証でき

る」を挙げた自治体がそれぞれ 34 自治体中 19 自治体（55.8％）あり、最多となってい

る。あくまでも成果志向で行政サービスの提供を行い、サービスの質と効果を高めるこ

とが成果連動型民間委託契約の導入の本質的な意義と言える。 

 

②行政に求められる対応 
成果連動型民間委託契約の浸透に向けて以下のような施策が必要とされていると考え

る。 

ⅰ)政府による国内外の先行事例を基にした成果連動型民間委託契約の意義、効果、知

見・ノウハウの収集分析と積極的な発信・啓発（具体的には行政と民間の情報交換を

目的としたプラットフォームの構築、情報の集約・発信の為の Website の整備、セミ

ナーや研修の実施等）。特に行政コストの削減が主目的ではなく、社会 課題解決に民

間の革新的なソリューションを活用できること、行政・事業者とも成果志向への転換

が図れること等の意義を明らかにする 

ⅱ)成果連動型事業に適した領域や分野の提示、及び先行事例の知見の集約と普及 

ⅲ)導入の手順や手法等の整理、ガイドライン・マニュアル等の作成と発信。特に成果指

標やその評価方法、支払条件、便益計算、契約にかかるガイドライン・マニュアル等

の作成 

ⅳ)更なるモデル事例構築による関係者の知見・経験の蓄積。その為に自治体による新た

な導入に向けた導入可能性調査費の支援 

 

出典：成果連動型民間委託契約の推進に向けた提言／ 

一般財団法人 社会的投資推進財団（平成 31 年４月 25 日） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/ 

suishinkaigo2018/ppp/dai7/siryou3.pdf 
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2） 論文「道路の維持管理業務委託における支払い減額メカニズムの適用」 

土木学会に提出された論文には、道路管理を性能規定で評価する際の指標や、要求水

準の設定の考え方等が示されている。 

以下に引用部分を示す。該当部分は下線にて示す。 

 

①評価項目、評価指標 
道路管理の分野において考えられる評価項目、指標としては、目標値が規定されてい

る目標値設定型と、管理瑕疵状態の処理時間が規定されている処理時間設定型に大別で

きる。 

表 4.5 道路管理の分野における評価項目、指標の例 

 

 

②要求水準の設定 
道路管理の分野において考えられる評価項目、指標は、民間事業者の技術力やマネジ

メント力を活用するために、性能規定型とする。 
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③減額に関する変数、計算式 
パフォーマンス指標の目標値に対して実測値が不達（不履行）の場合に、不達分に応

じて減額幅を規定する方法について、維持管理業務に対する指標と支払いメカニズムの

関係を定式化する。 

表 4.6 減額に関する変数 

 

 

 

図 4.16 変数の関係式 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejcm/73/4/73_I_130/_pdf/-char/ja 
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4-4-1-3 既往文献の整理から得られた知見 

本項では、4-4-1-2 で収集した既往文献のうち、次項にてアベイラビリティ・ペイメン

トの評価手法を検討する際に有益な情報・知見を総括する。 

 

（1） ガイドラインから得られた知見 

1） アベイラビリティ・ペイメントの基本的な概念 

 海外におけるアベイラビリティ・ペイメントは、「道路が供用可能な状態＝アベイラ

ビリティ」を確保することに対して、民間事業者に対価を支払う方式 

 アベイラビリティが確保できていない場合、事前に合意した計算式に基づいて、支払

額から一定の減額を行う 

 加えて、要求水準への適応・不適応に応じて、増額・減額を行う方法が一般的 

⇒アベイラビリティ・ペイメントの基本的な概念は、道路の供用性の維持や、要求水準

の達成状況に応じて、民間事業者への支払い額を増減させるものであり、この概念

は一般市道の包括管理でも適用は可能 

 

2） モニタリング指標の考え方 

 モニタリングは「選定事業者による公共サービスの履行に関し、約定に従い適正かつ

確実なサービスの提供の確保がなされているかどうか」を確認する重要な手段 

 モニタリングの指標としては、定量的かつ経年的に把握できる指標が望ましい 

 委託を受けた事業者によるセルフモニタリングだけでなく、融資を行う金融機関（融

資を行う場合）や利用者等の第三者によるモニタリングも有効 

⇒アベイラビリティ・ペイメントの評価においても、誰にでも分かりやすい客観的で定

量的な指標を採用することが望ましい 

⇒評価指標だけでなく、評価者や計測方法（モニタリング手法）等についても検討が必

要である 

 

（2） 上位関連計画等から得られた知見 

1） 包括的民間委託やアベイラビリティ・ペイメントの導入必要性 

 日本国内では、成果連動型支払いや性能規定型発注、包括的民間委託など、道路管理

の効率を高める事業手法の普及が、政府の方針として表明 

 成果連動型民間委託契約方式は行政の財政コストを抑えながら、民間のノウハウ等

を活用し、社会的課題の解決や行政の効率化等を実現する仕組み 

 成果志向で行政サービスの提供を行い、サービスの質と効果を高めることが成果連

動型民間委託契約を導入する際の本質的な意義 

⇒包括的民間委託やアベイラビリティ・ペイメントの導入は、行政の財政コストの抑制

や民間ノウハウの活用（サービスの質の向上）の面で有効 
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（3） 論文等から得られた知見 

1） 成果連動型支払いに適した事業 

 成果連動型支払いに適した事業は、社会課題解決に民間の革新的なソリューション

を活用できる事業。近年は、保健・医療・福祉などの分野での導入事例が多い 

 適正な成果目標や評価方法を定められる事業が望ましく、国民・市民に説明しやすい

評価指標が望ましい 

⇒成果連動型支払いは、現時点、他分野での導入が普及し始めたところであるが、その

設計思想は前述したアベイラビリティ・ペイメントに類似 

⇒事業の特性に応じて、第三者にも分かりやすく、計測しやすい評価指標を検討する必

要がある 
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4-4-2-2 事例収集結果 

4-4-2-1 で示した事例について、情報収集した結果を以下に示す。なお、それぞれの事

例収集から得られた知見は、次項にて取りまとめた。 

 

（1） 道路管理以外の分野における成果連動型支払いの事例 

国内における成果連動型支払いは、主に保健医療の分野で導入されている。対象とな

る患者の受診率によって成果が評価されるため、患者に対し継続的かつ効果的に受診を

促し、社会福祉費用を削減する効果が期待される。 

評価額の計算にあたっては、「本事業の実施による受診率の向上」を「重症化の抑制

によって削減できた医療費」に変換して、支払額が決定される。 

 

ここでは、成果連動型支払いを導入したポイントや、成果報酬の計算に用いる指標、

計算式の考え方等を整理した。 

 

＜成果連動型支払いの導入のポイントに関する事例の概要＞ 

・健康診断の受診率の低下や、長期的な治療の中断等によって、本来なら抑制で

きるはずの「重症化による医療費の増大」を削減するため、導入 

・患者に対し、電話や訪問、郵送物等の手法・タイミング・文面等を工夫して、

長期的かつ継続的に働きかける必要があるため、民間の創意工夫が重要 

・成果連動型支払の導入により、民間の創意工夫の発現を促すとともに、民間事

業者の利益創出が難しい医療福祉の分野への参入を進める狙い 

 

＜成果報酬の指標、計算式に関する事例の概要＞ 

・生活習慣改善率や精密検査受診率等を、患者への働きかけの翌年に計測し、成

果報酬へ反映 

・病気の早期発見による医療費削減効果を根拠として、受診率によって支払い額

を設定 

 

以下に、それぞれの事例の概要を示す。 
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